
 

令和元年第１回七戸町議会臨時会 

会 議 録 

 

 

 平成３１年４月２５日七戸町告示第３９号で、令和元年第１回七戸町議会臨時会を５月７

日上北郡七戸町議会議事堂に招集する。 

 

 

令和元年 ５月 ７日 午前１０時１８分 開会 

令和元年 ５月 ７日 午後 ０時４０分 閉会 

 

 

○応招議員（１６名） 

 議 長 １６番 瀬 川 左 一 君     副議長 １５番 盛 田 惠津子 君 

１番 中 野 正 章 君          ２番 山 本 泰 二 君 

      ３番 向中野 幸 八 君          ４番 二ツ森 英 樹 君 

      ５番 小 坂 義 貞 君          ６番 澤 田 公 勇 君 

      ７番 哘   清 悦 君          ８番 岡 村 茂 雄 君 

      ９番 附 田 俊 仁 君         １０番 佐々木 寿 夫 君 

     １１番 田 嶋 輝 雄 君         １２番 三 上 正 二 君 

     １３番 田 島 政 義 君         １４番 白 石   洋 君 

 

 

○不応招議員（０名） 

 

 

○町長提出案件 

報告第 ３号 専決処分事項の報告について 

（自動車損傷事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて） 

報告第 ４号 専決処分事項の報告について 

（平成３０年度七戸町一般会計補正予算（第８号）） 

報告第 ５号 専決処分事項の報告について 

（平成３０年度七戸町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）） 

報告第 ６号 専決処分事項の報告について 

（平成３０年度七戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）） 

報告第 ７号 専決処分事項の報告について 



 

（平成３０年度七戸町介護保険特別会計補正予算（第５号）） 

報告第 ８号 専決処分事項の報告について 

（平成３０年度七戸町七戸霊園事業特別会計補正予算（第４号）） 

報告第 ９号 専決処分事項の報告について 

（平成３０年度七戸町公共下水道事業特別会計補正予算（第５号）） 

報告第１０号 専決処分事項の報告について 

（平成３０年度七戸町農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号）） 

報告第１１号 専決処分事項の報告について 

（平成３０年度七戸町水道事業会計補正予算（第５号））  

報告第１２号 専決処分事項の報告について 

（七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に  

ついて） 

報告第１３号 専決処分事項の報告について 

（七戸町税条例等の一部を改正する条例について） 

報告第１４号 専決処分事項の報告について 

（七戸町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を 

改正する条例について） 

報告第１５号 専決処分事項の報告について 

（七戸町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産 

税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例について） 

報告第１６号 専決処分事項の報告について 

（七戸町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例 

の一部を改正する条例について） 

報告第１７号 専決処分事項の報告について 

（七戸町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関 

する条例の一部を改正する条例について） 

 議案第３６号 七戸町介護保険条例の一部を改正する条例について 

 議案第３７号 七戸町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

○議員提出案件 

 発議第 ２号 道路整備促進特別委員会の設置に関する決議について 

 発議第 ３号 議会改革特別委員会の設置に関する決議について 

 発議第 ４号 議会広報編集特別委員会の設置に関する決議について 

 常任委員会の所管に属する事項調査の件（調査付託） 

 議会運営委員会の所管に属する事項調査の件（調査付託） 

○追加案件 

 議案第３８号 七戸町監査委員の選任につき同意を求めることについて 



 

 

○その他 

 会議録署名議員の指名について 

 会期の決定について 

 諸般の報告について 
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令和元年第１回七戸町議会臨時会 

会議録（第１号） 

令和元年５月７日（火） 午前１０時１８分 開会 

 

 

○議事日程    

日  程第 １ 仮議席の指定について 

日  程第 ２ 選挙第 １号 議長の選挙について 

追加日程第 １ 議席の指定について 

追加日程第 ２ 会議録署名議員の指名について 

追加日程第 ３ 会期の決定について 

追加日程第 ４ 選挙第 ２号 副議長の選挙について 

追加日程第 ５ 議席の一部変更について 

追加日程第 ６ 選任第 １号 常任委員会委員の選任について 

追加日程第 ７ 選任第 ２号 議会運営委員会委員の選任について 

追加日程第 ８ 選挙第 ３号 中部上北広域事業組合議会議員の互選について 

追加日程第 ９ 選挙第 ４号 上北地方教育・福祉事務組合議会議員の互選について 

追加日程第１０ 選挙第 ５号 十和田地区食肉処理事務組合議会議員の互選について 

追加日程第１１ 諸般の報告について 

追加日程第１２ 提出議案一括上程 

         「報告第３号専決処分事項の報告について（自動車損傷事故に係る和解  

         及び損害賠償の額を定めることについて）」から「議案第３７号七戸町教  

         育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」までの２議案、 

         １５報告を一括上程 

        （町長提出議案総括説明） 

追加日程第１３ 報告第 ３号 専決処分事項の報告について 

        （自動車損傷事故に係る和解及び損害賠償の額を定める 

        ことについて） 

追加日程第１４ 報告第 ４号 専決処分事項の報告について 

        （平成３０年度七戸町一般会計補正予算（第８号）） 

追加日程第１５ 報告第 ５号 専決処分事項の報告について 

        （平成３０年度七戸町国民健康保険特別会計補正予算 

        （第５号）） 

追加日程第１６ 報告第 ６号 専決処分事項の報告について 

        （平成３０年度七戸町後期高齢者医療特別会計補正予算    
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        （第５号）） 

追加日程第１７ 報告第 ７号 専決処分事項の報告について 

        （平成３０年度七戸町介護保険特別会計補正予算（第５ 

        号）） 

追加日程第１８ 報告第 ８号 専決処分事項の報告について 

        （平成３０年度七戸町七戸霊園事業特別会計補正予算 

        （第４号）） 

追加日程第１９ 報告第 ９号 専決処分事項の報告について 

        （平成３０年度七戸町公共下水道事業特別会計補正予算 

        （第５号）） 

追加日程第２０ 報告第１０号 専決処分事項の報告について 

        （平成３０年度七戸町農業集落排水事業特別会計補正予 

        算（第５号）） 

追加日程第２１ 報告第１１号 専決処分事項の報告について 

        （平成３０年度七戸町水道事業会計補正予算（第５号））  

追加日程第２２ 報告第１２号 専決処分事項の報告について 

        （七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を 

        改正する条例について） 

追加日程第２３ 報告第１３号 専決処分事項の報告について 

        （七戸町税条例等の一部を改正する条例について） 

追加日程第２４ 報告第１４号 専決処分事項の報告について 

        （七戸町過疎地域における固定資産税の特別措置に関す 

        る条例の一部を改正する条例について） 

追加日程第２５ 報告第１５号 専決処分事項の報告について 

        （七戸町承認地域経済牽引事業のために設置される施設 

        に係る固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改 

        正する条例について） 

追加日程第２６ 報告第１６号 専決処分事項の報告について 

        （七戸町地方活力向上地域における固定資産税の特別措 

        置に関する条例の一部を改正する条例について） 

追加日程第２７ 報告第１７号 専決処分事項の報告について 

        （七戸町原子力発電施設等立地地域における固定資産税 

        の特別措置に関する条例の一部を改正する条例につい 

        て） 

追加日程第２８ 議案第３６号 七戸町介護保険条例の一部を改正する条例について 
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追加日程第２９ 議案第３７号 七戸町教育委員会委員の任命につき同意を求めることに 

               ついて 

 追加日程第３０ 発議第 ２号 道路整備促進特別委員会の設置に関する決議について 

追加日程第３１ 発議第 ３号 議会改革特別委員会の設置に関する決議について 

追加日程第３２ 発議第 ４号 議会広報編集特別委員会の設置に関する決議について 

追加日程第３３ 常任委員会の所管に属する事項調査の件（調査付託） 

追加日程第３４ 議会運営委員会の所管に属する事項調査の件（調査付託） 

追加日程第 １ 議案第３８号 七戸町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

 

○出席議員（１６名） 

 議 長 １６番 瀬 川 左 一 君     副議長 １５番 盛 田 惠津子 君 

１番 中 野 正 章 君          ２番 山 本 泰 二 君 

      ３番 向中野 幸 八 君          ４番 二ツ森 英 樹 君 

      ５番 小 坂 義 貞 君          ６番 澤 田 公 勇 君 

      ７番 哘   清 悦 君          ８番 岡 村 茂 雄 君 

      ９番 附 田 俊 仁 君         １０番 佐々木 寿 夫 君 

     １１番 田 嶋 輝 雄 君         １２番 三 上 正 二 君 

     １３番 田 島 政 義 君         １４番 白 石   洋 君 

 

 

○欠席議員（０名） 

 

 

○説明のため会議に出席した者の職氏名 

 町     長  小 又   勉 君    副 町 長  似 鳥 和 彦 君 

 総 務 課 長  中 野 昭 弘 君    支  所  長  加 藤   司 君 

                       （兼庶務課長） 

 企画調整課長  田 嶋 邦 貴 君    財 政 課 長  金 見 勝 弘 君 

 （兼地域おこし総合戦略課長）                      会 計 管 理 者   原 田 秋 夫  君         

（兼会計課長） 
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 税 務 課 長  附 田 敬 吾 君        町 民 課 長  原 子 保 幸 君    

  社会生活課長  小 山 彦 逸 君        健康福祉課長  氣 田 雅 之 君 

 （兼城南児童館長） 

 商工観光課長  附 田 良 亮 君        農 林 課 長  鳥谷部   勉 君 

 建 設 課 長  仁 和 圭 昭 君        上下水道課長  井 上   健 君 

 教  育  長  附 田 道 大 君        学 務 課 長  鳥谷部 慎一郎 君 

 生涯学習課長  田 中 健 一 君        世界遺産対策室長  甲 田 美喜雄 君 

 中央公民館長  髙 田 博 範 君      南 公 民 館 長  髙 田 美由紀 君 

                        （ 兼 中 央 図 書 館 長 ） 

 農業委員会会長  天 間 俊 一 君        農業委員会事務局長  三 上 義 也 君 

 代表監査委員  野 田 幸 子 君    監査委員事務局長  天 間 孝 栄 君   

 選挙管理委員会委員長  新 舘 文 夫 君    選挙管理委員会事務局長  原 子 保 幸 君 

  

 

○職務のため会議に出席した事務局職員 

 事 務 局 長  天 間 孝 栄 君     事 務 局 次 長  中 村 孝 司 君 

 

 

○会議録署名議員 

      １番  中 野 正 章 君         ２番  山 本 泰 二 君 

 

 

○会議を傍聴した者（１３名） 

 

 

○会議の経過 
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開会 午前１０時１８分 

 

○臨時議長紹介 

○臨時委員長（白石 洋君） 皆さん、おはようございます。 

 本日は、選挙後、初めての議会であり、しかも平成から令和へと年号もかわり、きょうは

大事な七戸町議会の議長選出ということから始められるわけであります。 

 ふなれでありますけれども、新議長が誕生するまでの間、皆様方の御協力をよろしくお願

い申し上げたいと思います。 

 それでは、地方自治法第１０７条の規定により、臨時に議長の職務を行います。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 先ほど、町長以下職員の紹介がございましたので、これより議員の方々の自己紹介をお願

いしたいと思います。 

 １番席の議員から、自己紹介をお願いしたいと思います。 

○１番（中野正章君） 初めまして、おはようございます。 

 新人の中野正章です。よろしくお願いします。 

○２番（山本泰二君） おはようございます。 

 あまり新しくはないのですけれど、新人の山本泰二でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○３番（向中野幸八君） おはようございます。 

 新人、１年生の向中野幸八です。ひとつ、よろしくお願いします。 

○４番（二ツ森英樹君） おはようございます。 

 ２期目、４年間どうぞよろしくお願いします、二ツ森です。 

○５番（小坂義貞君） ５番の小坂義貞です。どうぞ、よろしくお願いします。 

○６番（澤田公勇君） ６番の澤田公勇です。よろしくお願いします。 

○７番（哘 清悦君） ７番の哘清悦です。よろしくお願いします。 

○８番（岡村茂雄君） 岡村茂雄と言います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○９番（附田俊仁君） おはようございます。 

 附田俊仁です。どうぞ、よろしくお願いします。４期目になりました。 

○１０番（佐々木寿夫君） １０番の佐々木寿夫です。よろしくお願いします。 

○１１番（瀬川左一君） １１番の瀬川左一です。よろしくお願いします。 

○１２番（盛田惠津子君） おはようございます。 

 盛田惠津子です。よろしくお願いします。 

○１３番（田嶋輝雄君） おはようございます。 

 １３番の田嶋輝雄です。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○１４番（三上正二君） 三上正二です。よろしくお願いいたします。 
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○１５番（田島政義君） おはようございます。 

 田島政義です。よろしくお願いします。 

○臨時委員長（白石 洋君） １６番の白石洋です。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 以上で、自己紹介を終わります。 

 

 

○開会宣告 

○臨時委員長（白石 洋君） それでは、ただいまから令和元年第１回七戸町議会臨時会を

開会いたします。 

 ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

  

 

○開議宣告 

○臨時議長（白石 洋君） これより、本日の会議を開きます。 

 臨時議長において、作成いたしました議事日程は、お手元に配布したとおりであります。 

 

 

○日程第１ 仮議席の指定について 

○臨時議長（白石 洋君） 日程第１ 仮議席の指定についてを行います。 

 仮議席は、ただいま御着席のとおり指定いたします。 

 

 

○町長挨拶 

○臨時議長（白石 洋君） 町長より、招集の御挨拶をお願いいたします。 

 町長。 

○町長（小又 勉君） 改めまして、皆さん、おはようございます。 

 本日ここに、新しく選任されました議員各位をお迎えし、第１回七戸町議会臨時会を開催

するにあたり、謹んで御挨拶を申し上げます。 

 各位におかれましては、去る４月２１日に執行された七戸町議会議員選挙におきまして、

厳しい選挙戦を制し、めでたく御当選されました。 

 各位の優れた人格識見と日頃の卓越した諸活動が、町民の絶大な支援を得た結果によるも

のであり、ここに深く敬意を表し、心からお祝い申し上げます。 

 本臨時会は、議会運営の新しい組織を決定する極めて重要な議会であることから、円満に

取り計られますことと、議員各位のますますの御活躍を祈念申し上げまして御挨拶といたし

ます。 
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○臨時議長（白石 洋君） ありがとうございました。 

 それでは、各種選挙が終了するまで、職員の方々は退席を願います。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時２４分 

再開 午前１０時２５分 

○臨時議長（白石 洋君） 休憩を取り消し、会議を開きます。 

 

 

○日程第２ 選挙第１号 

○臨時議長（白石 洋君） 日程第２ 選挙第１号議長の選挙についてを行います。 

 初めに、選挙の方法をお諮りします。 

 選挙の方法は、投票、指名推薦の、いずれの方法といたしましょうか。 

（「投票」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（白石 洋君） 投票という声がございましたので、選挙は投票により行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

○臨時議長（白石 洋君） ただいまの出席議員は、１６名であります。 

 次に、立会人を指名します。 

 会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に仮議席、１番中野正章君、２番山本泰二

君を指名いたします。 

 投票用紙をお配りします。 

（投票用紙配布） 

○臨時議長（白石 洋君） 念のため申し上げます。 

 投票は、単記無記名であります。 

 投票用紙に被選挙人の氏名を記載のうえ、順次投票をお願いいたします。 

 投票用紙の配布漏れはありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（白石 洋君） 配布漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

（投票箱点検） 

○臨時議長（白石 洋君） 異常なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 仮議席１番議員から順番に投票をお願いいたします。 

（議員投票） 

○臨時議長（白石 洋君） 投票漏れはありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（白石 洋君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

 中野正章君、及び山本泰二君、開票の立会人をお願いします。 

（開  票） 

○臨時議長（白石 洋君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数１６票、これは先ほどの出席議員数に符号しております。 

 そのうち、 

  有効投票 １６票 

  無効投票  ０票  

 です。 

 有効投票のうち、 

  瀬川左一君 １５票 

  佐々木寿夫君 １票  

 以上の通りです。 

 この選挙の法定得票数は、４票です。 

 したがいまして、瀬川左一君が議長に当選されました。 

 議場の出入り口を開きます。 

（議場開場） 

○臨時議長（白石 洋君） ただいま議長に当選されました、瀬川左一君が議場におります

ので、本席から会議規則第３３条第２項の規定により告知します。 

 瀬川左一君の挨拶を求めます。 

 瀬川左一君。 

○議長（瀬川左一君） １１番の瀬川左一です。ただいま、皆様に、議長に選ばれた瀬川左

一です。何とぞふなれですが、よろしくお願いいたします。 

○臨時議長（白石 洋君） これで臨時議長の職務は終了いたしました。 

 御協力まことにありがとうございました。 

 ここで議長を交代します。 

 瀬川左一議長、議長席にお着きください。 

○議長（瀬川左一君） 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時３５分 

再開 午前１０時３８分 

○議長（瀬川左一君） 休憩を取り消し、会議を開きます。 

 議長において作成しました追加議事日程は、お手元に配布したとおりであります。 
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○追加日程第１ 議席の指定について 

○議長（瀬川左一君） 日程第１ 議席の指定についてを行います。 

 議席は、会議規則第４条第１項の規定により、議長において指定します。 

 確認のため、議席番号と氏名を事務局より報告させますので、変更のある方は名札を持ち

まして、移動をお願いします。 

 事務局長。 

○事務局長（天間孝栄君） 御報告します。 

 １番中野正章議員、２番山本泰二議員、３番向中野幸八議員、４番二ツ森英樹議員、５番

小坂義貞議員、６番澤田公勇議員、７番哘清悦議員、８番岡村茂雄議員、９番附田俊仁議員、

１０番佐々木寿夫議員、１１番盛田惠津子議員、１２番田嶋輝雄議員、１３番三上正二議員、

１４番田島政義議員、１５番白石洋議員、１６番瀬川左一議長でございます。 

 以上です。 

○議長（瀬川左一君） 在職年数の少ない者から順番に指定し、ただいま着席の議席としま

す。 

 

 

○追加日程第２ 会議録署名議員の指名について 

○議長（瀬川左一君） 日程第２ 会議録署名議員の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、１番中野正章君と２番山本泰二君

を指名します。 

 

 

○追加日程第３ 会期の決定について 

○議長（瀬川左一君） 日程第３ 会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

               （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、本臨時会の会期は、本日１日と決定しました。 

  

 

○追加日程第４ 選挙第２号 

○議長（瀬川左一君） 日程第４ 選挙第２号副議長の選挙についてを行います。 



 

10 

 

 初めに、選挙の方法をお諮りします。 

 選挙の方法は、投票、指名推薦の、いずれの方法といたしましょうか。 

（「指名推薦」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 指名推薦の声がありますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、選挙の方法は地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推薦で行

うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、議長が指名することに決定しました。 

 副議長に、盛田惠津子君を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました、盛田惠津子君を副議長の当選人と決定することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、ただいま指名しました、盛田惠津子君が副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選されました、盛田惠津子君が議場におられますので、本席から会議

規則第３３条第２項の規定により告知します。 

 盛田惠津子君の挨拶を求めます。 

 盛田惠津子君。 

○副議長（盛田惠津子君） ただいま、副議長に選ばれました盛田惠津子です。どうぞ、よ

ろしくお願いします。 

○議長（瀬川左一君） 以上で、副議長の選挙についてを終了します。 

  

 

○追加日程第５ 議席の一部変更について 

○議長（瀬川左一君） 日程第５ 議席の一部変更についてを行います。 

 議会運営に関する申し合わせによりまして、議長の議席は１６番、副議長の議席は１５番

となっておりますので、議席の変更を行います。 

 確認のため、議席番号と氏名を事務局長より報告させますので、変更のある方は名札を持
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ちまして、移動をお願いします。 

 事務局長。 

○事務局長（天間孝栄君） 御報告します。 

 １番中野正章議員、２番山本泰二議員、３番向中野幸八議員、４番二ツ森英樹議員、５番

小坂義貞議員、６番澤田公勇議員、７番哘清悦議員、８番岡村茂雄議員、９番附田俊仁議員、

１０番佐々木寿夫議員、１１番田嶋輝雄議員、１２番三上正二議員、１３番田島政義議員、

１４番白石洋議員、１５番盛田惠津子副議長、１６番瀬川左一議長でございます。 

 以上です。 

○議長（瀬川左一君） 以上で、議席の変更を終わります。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時４８分 

再開 午前１１時１７分 

○議長（瀬川左一君） 休憩を取り消し、会議を開きます。 

 

 

○追加日程第６から追加日程第１０ 

○議長（瀬川左一君） 日程第６ 選任第１号常任委員会委員の選任についてから日程第１

０ 選挙第５号十和田地区食肉処理事務組合議会議員の互選についてまでの５件を一括上程

いたします。 

 お諮りします。 

 委員の選任及び組合議員の互選につきましては、議長において指名推薦にしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、議長において指名推薦することに決定しました。 

 指名推薦者名を事務局長より報告させます。 

 事務局長。 

○事務局長（天間孝栄君） 御報告します。 

 選任第１号常任委員会委員の選任についてでございます。 

 総務企画常任委員会の委員に三上正二議員、白石洋議員、瀬川左一議員、盛田惠津子議員、

田嶋輝雄議員、哘清悦議員、以上６名です。 

 次に、建設産業常任委員会の委員に附田俊仁議員、澤田公勇議員、田島政義議員、小坂義

貞議員、中野正章議員、以上５名です。 

 次に、文教厚生常任委員会の委員に岡村茂雄議員、二ツ森英樹議員、佐々木寿夫議員、向

中野幸八議員、山本泰二議員、以上５名です。 
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 次に、選任第２号議会運営委員会委員の選任についてでございます。 

 議会運営委員会の委員に白石洋議員、田嶋輝雄議員、田島政義議員、三上正二議員、附田

俊仁議員、岡村茂雄議員、以上６名です。 

 次に、選挙第３号中部上北広域事業組合議会議員の互選についてでございます。 

 中部上北広域事業組合議会議員に田島政義議員、附田俊仁議員、哘清悦議員、澤田公勇議

員、以上４名です。 

 次に、選挙第４号上北地方教育・福祉事務組合議会議員の互選についてでございます。 

 上北地方教育・福祉事務組合議会議員に山本泰二議員、１名です。 

 次に、選挙第５号十和田地区食肉処理事務組合議会議員の互選についてでございます。 

 十和田地区食肉処理事務組合議会議員に小坂義貞議員、中野正章議員、以上２名です。 

 以上でございます。 

○議長（瀬川左一君） ただいまの事務局長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、選任第１号から選挙第５号までは、事務局長の報告のとおり決定しまし

た。 

 なお、中部上北広域事業組合議会議員、上北地方教育・福祉事務組合議会議員、十和田地

区食肉処理事務組合議会議員に当選されました方々が議場におられますので、会議規則第３

３条第２項の規定により本席から告知します。 

 各常任委員会及び議会運営委員会の委員長、副委員長を事務局長から報告させます。 

 事務局長。 

○事務局長（天間孝栄君） 御報告します。 

 総務企画常任委員会委員長に三上正二議員、副委員長に白石洋議員、以上です。 

 建設産業常任委員会委員長に附田俊仁議員、副委員長に澤田公勇議員、以上です。 

 文教厚生常任委員会委員長に岡村茂雄議員、副委員長に二ツ森英樹議員、以上です。 

 続きまして、議会運営委員会委員長に白石洋議員、副委員長に田嶋輝雄議員、以上でござ

います。 

○議長（瀬川左一君） ただいまの事務局長の報告のとおり、各常任委員会及び議会運営委

員会の正副委員長の互選報告とさせていただきます。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時２４分 

再開 午前１１時２６分 

○議長（瀬川左一君） 休憩を取り消し、会議を開きます。 
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○追加日程第１１ 諸般の報告について 

○議長（瀬川左一君） 日程第１１ 諸般の報告を行います。 

 議長の諸般の報告につきましては、お手元に配布しておりますので御了承願います。 

  

 

○追加日程第１２ 提出議案一括上程 

○議長（瀬川左一君） 日程第１２ 提出議案の一括上程について、報告第３号専決処分事

項の報告について（自動車損傷事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて）か

ら、議案第３７号七戸町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてまでの２議

案、１５報告を一括上程いたします。 

 初めに、町長より提出議案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。  

○町長（小又 勉君） さきほどの議会組織会、まことに御苦労様でございました。 

 組織会では、議長、副議長を初め、各委員会の正副委員長、派遣議員など円満に決定され、

新体制が発足したことに対し、心からお祝いを申し上げます。 

 それでは、本臨時会に提出いたしました議案の概要について御説明申し上げます。 

 報告第３号専決処分事項の報告について（自動車損傷事故に係る和解及び損害賠償の額を

定めることについて）は、平成３１年３月１３日、町道石沢・後平線を走行中、道路の穴に

落ち、左側前のタイヤ及びホイールを破損したことにより、相手方と協議した結果、町過失

割合の５０％を負担することで和解が成立したので、この額を早急に支払う必要があること

から専決処分したものです。 

 報告第４号専決処分事項の報告について（平成３０年度七戸町一般会計補正予算（第８号））

については、歳入歳出予算の総額から２億６，６１１万３，０００円を減額し、予算総額を

９８億８，８８０万４，０００円としたものです。 

 歳入の主なものは、町税に１，７５５万４，０００円、地方消費税交付金に３，６０５万

３，０００円、自動車取得税交付金に１，２４３万９，０００円、地方交付税に２億４，０

８３万円を追加し、使用料及び手数料から１７９万円、国庫支出金から４，８２８万７，０

００円、県支出金から１，５５７万５，０００円、繰入金から３億９，５４７万８，０００

円、諸収入から３４０万７，０００円、町債から１億１，２００万円を減額したものです。 

 歳出の主なものは、総務費から１，８５３万８，０００円、民生費から５，４１３万２，

０００円、衛生費から１，０１４万７，０００円、農林水産業費から４８７万１，０００円、

商工費から８１４万円、土木費から２，９４１万３，０００円、消防費から３１６万円、教

育費から１億３，５８０万８，０００円、災害復旧費から１３１万円を減額したものです。 

 報告第５号専決処分事項の報告について（平成３０年度七戸町国民健康保険特別会計補正

予算（第５号））については、歳入歳出予算の総額から１７８万９，０００円を減額し、予算
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総額を２０億６，５９８万５，０００円としたものです。 

 歳入の主なものは、県支出金に１９９万４，０００円を追加し、繰入金から４１３万８，

０００円を減額したものです。 

 歳出の主なものは、保険給付費に１６４万円を追加し、総務費から１２５万５，０００円、

保健事業費から１３５万１，０００円を減額したものです。 

 報告第６号専決処分事項の報告について（平成３０年度七戸町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第５号））については、歳入歳出予算の総額から２１７万円を減額し、予算総額を３

億８，２３０万２，０００円としたものです。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料から１３万５，０００円、繰入金から１１万５，

０００円、諸収入から１９２万５，０００円を減額したものです。 

 歳出の主なものは、保険事業費から８６万円、諸支出金から１０６万３，０００円を減額

したものです。 

 報告第７号専決処分事項の報告について（平成３０年度七戸町介護保険特別会計補正予算

（第５号））については、歳入歳出予算の総額に変更はありませんが、歳入歳出の財源に変更

が生じたことから補正したものです。 

 歳入の主なものは、国庫支出金に２，２８１万６，０００円、県支出金に９３５万５，０

００円を追加し、保険料から１，１３０万８，０００円、支払基金交付金から１，３７３万

８，０００円、繰入金から７１２万５，０００円を減額したものです。 

 歳出は、款の区分ごとにおいて、金額の変更はありません。 

 報告第８号専決処分事項の報告について（平成３０年度七戸町七戸霊園事業特別会計補正

予算（第４号））については、歳入歳出予算の総額から３４万５，０００円を減額し、予算総

額を２００万４，０００円としたものです。 

 歳入の主なものは、使用料及び手数料から３４万５，０００円を減額したものです。 

 歳出の主なものは、諸支出金に６万９，０００円を追加し、総務費から４１万４，０００

円を減額したものです。 

 報告第９号専決処分事項の報告について（平成３０年度七戸町公共下水道事業特別会計補

正予算（第５号））については、歳入歳出予算の総額から６０７万２，０００円を減額し、予

算総額を４億２，８５２万２，０００円としたものです。 

 歳入の主なものは、使用料及び手数料に１９万９，０００円を追加し、繰入金から３５７

万円、町債から２６０万円を減額したものです。 

 歳出の主なものは、総務費から１９９万２，０００円、事業費から４０８万円を減額した

ものです。 

 報告第１０号専決処分事項の報告について（平成３０年度七戸町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第５号））については、歳入歳出予算の総額から７３万７，０００円を減額し、

予算総額を６，０９４万９，０００円としたものです。 



 

15 

 

 歳入の主なものは、繰入金から６６万円を減額したものです。 

 歳出の主なものは、総務費から７３万７，０００円を減額したものです。 

 報告第１１号専決処分事項の報告について（平成３０度七戸町水道事業会計補正予算（第

５号））については、収益的収入の営業収益から１５万９，０００円を減額し、水道事業収益

の総額を３億３，４９５万１，０００円としたものです。 

 収益的支出は、営業外費用に１６万円を追加し、水道事業費用の総額を３億３１１万円と

したものです。 

 また、資本的収入の工事負担金から８８万４，０００円を減額し、資本的収入の総額を１

億３，１９３万円とし、資本的支出の建設改良費に４５万４，０００円を追加し、資本的支

出の総額を２億７，７６４万９，０００円としたものです。 

 報告第１２号専決処分事項の報告について（七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例について）は、人事院規則の一部改正に伴い、正規の勤務時間以外の

時間における勤務に関する規定の整備について、所要の改正を行う必要が生じ、この改正に

急を要したため専決処分したものです。 

 報告第１３号専決処分事項の報告について（七戸町税条例等の一部を改正する条例につい

て）は、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方

税法施行規則及び自動車重量譲与税法施行規則の一部を改正する省令及び地方税法施行規則

等の一部を改正する省令の公布に伴い、所要の改正を行う必要が生じ、この改正に急を要し

たため専決処分したものです。 

 報告第１４号専決処分事項の報告について（七戸町過疎地域における固定資産税の特別措

置に関する条例の一部を改正する条例について）は、過疎地域自立促進特別措置法第３１条

の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正

に伴い、所要の改正を行う必要が生じ、この改正に急を要したため専決処分したものです。 

 報告第１５号専決処分事項の報告について（七戸町承認地域経済牽引事業のために設置さ

れる施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例について）は、地

域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２５条の地方公共団

体等を定める省令の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要が生じ、この改正に急を要した

ため専決処分したものです。 

 報告第１６号専決処分事項の報告について（七戸町地方活力向上における固定資産税の特

別措置に関する条例の一部を改正する条例について）は、地域再生法第１７条の６の地方公

共団体等を定める省令の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要が生じ、この改正に急を要

したため専決処分したものです。 

 報告第１７号専決処分事項の報告について（七戸町原子力発電施設等立地地域における固

定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例について）は、原子力発電施設等立

地地域の振興に関する特別措置法第１０条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場
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合等を定める省令の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要が生じ、この改正に急を要した

ため専決処分したものです。 

 議案第３６号七戸町介護保険条例の一部を改正する条例については、介護保険法施行令及

び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令及び介護保険の医療保

険者の納付金の算定等に関する省令の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要があることか

ら提案するものです。 

 議案第３７号七戸町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、令和元年

５月１６日で任期満了となる七戸町教育委員会委員について、菊池龍達氏を任命したいので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、議会の同意を求めるため提案する

ものです。 

 以上が、本臨時会に提出いたしました議案でありますが、議員各位には慎重審議の上、御

賛同賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（瀬川左一君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

これより議案審議に入ります。 

 

 

○追加日程第１３ 報告第３号 

○議長（瀬川左一君） 日程第１３ 報告第３号専決処分事項の報告について（自動車損傷

事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて）を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、報告第３号専決処分事項の報告について（自動車損傷事故に係る和解及

び損害賠償の額を定めることについて）は、原案のとおり承認されました。 

 

 

○追加日程第１４ 報告第４号 
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○議長（瀬川左一君） 日程第１４ 報告第４号専決処分事項の報告について（平成３０年

度七戸町一般会計補正予算（第８号））を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑は、事項別明細書により行います。 

歳入から行います。 

１２ページ、１款１項１目個人から、１６ページ、１３款３項２目民生費委託金まで、発

言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 次に、１７ページ、１４款１項１目民生費負担金から、２１ページ、

２０款１項４目教育債まで、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 歳出に入ります。 

 ２２ページ、１款１項１目議会費から、２９ページ、２款６項１目監査委員費まで、発言

を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 次に、３０ページ、３款１項１目社会福祉総務費から、３５ページ、

４款２項１目塵芥処理費まで、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 次に、３６ページ、６款１項１目農業委員会費から、４５ページ、

９款１項３目消防施設費まで、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 次に、４５ページ、１０款１項２目事務局費から、４９ページ、１

０款３項３目学校建設費まで、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 次に、４９ページ、１０款４項１目社会教育総務費から、５５ペー

ジ、１３款２項１５目高額療養費貸付基金費まで、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 次に、歳入歳出全般にわたり、発言を許します。 

 １０番。 

○１０番（佐々木寿夫君） ４３ページ、土木費の２目道路新設改良費、３目道路整備事業

費に関連して質問いたしますが、まず榎林に新しい道路ができて交通量が非常に激しくなり

ました。高速道路から降りてきて、敷設の道路の国道３９４号線パイパスの、七戸町の道路

にぶつかるところで、交通事故が発生しています。そこで伺います。そこの、この前発生し

たところは、前から発生するのではないかと言われていたのですが、そこに信号機を設置す

る、そういうような働きかけはしていますか。 
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○議長（瀬川左一君） 建設課長。 

○建設課長（仁和圭昭君） お答えします。 

 前回の議会で、一般質問を受けたところでございますが、県の公安委員会、七戸警察署に

おいては、信号機の設置については、現段階では設置の状況ではないということで、これか

ら増加する上で判断をまたすると。信号機設置に向けてしていきたいという考えでございま

す。今のところ、周辺道路、交差部分については一時的な看板等を設置している状況でござ

います。 

○議長（瀬川左一君） １０番議員。 

○１０番（佐々木寿夫君） 一般質問でも話されたことなのですが、そこに県のほうで設置

する計画がないということなのですが、実際、交通量が非常にふえてきているわけですから、

その辺をまた、県のほうに交通量の増減等をみながら、県のほうに要望していただきたいと

思います。あわせて、もう一つですが、その信号の１歩上のほうに旧３９４号線、榎林のと

ころを通るところ、榎林中学校の道路につながるところに、止まれの標識もないです。この

ことについても、町民から意見が出ているので、このことについても県に要望していただき

たいと思います。要望する考えはありますか。 

○議長（瀬川左一君） 建設課長。 

○建設課長（仁和圭昭君） お答えします。 

 周辺状況、町道路線上かと思いますけれど、状況を見た形で県、七戸警察署、止まれ標識

については、警戒標識、道路規制の標識に当たりますので、警察権限に当たりますので要望

したいと思います。 

○議長（瀬川左一君） １０番議員、よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、報告第４号専決処分事項の報告について（平成３０年度七戸町一般会計

補正予算（第８号））は、原案のとおり承認されました。 
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○追加日程第１５ 報告第５号 

○議長（瀬川左一君） 日程第１５ 報告第５号専決処分事項の報告について（平成３０年

度七戸町国民健康保険特別会計補正予算（第５号））を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 歳入歳出全般にわたり、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、報告第５号専決処分事項の報告について（平成３０年度七戸町国民健康

保険特別会計補正予算（第５号））は、原案のとおり承認されました。 

 

 

○追加日程第１６ 報告第６号 

○議長（瀬川左一君） 日程第１６ 報告第６号専決処分事項の報告について（平成３０年

度七戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号））を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 歳入歳出全般にわたり、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、報告第６号専決処分事項の報告について（平成３０年度七戸町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第５号））は、原案のとおり承認されました。 

お昼が近づいていますが、このまま継続しますか、休憩しますか。 
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 （「継続」と呼ぶ者あり） 

 

 

○追加日程第１７ 報告第７号 

○議長（瀬川左一君） 日程第１７ 報告第７号専決処分事項の報告について（平成３０年

度七戸町介護保険特別会計補正予算（第５号））を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 歳入歳出全般にわたり、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、報告第７号専決処分事項の報告について（平成３０年度七戸町介護保険

特別会計補正予算（第５号））は、原案のとおり承認されました。 

 

 

○追加日程第１８ 報告第８号 

○議長（瀬川左一君） 日程第１８ 報告第８号専決処分事項の報告について（平成３０年

度七戸町七戸霊園事業特別会計補正予算（第４号））を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 歳入歳出全般にわたり、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 
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したがいまして、報告第８号専決処分事項の報告について（平成３０年度七戸町七戸霊園

事業特別会計補正予算（第４号））は、原案のとおり承認されました。 

 

 

○追加日程第１９ 報告第９号 

○議長（瀬川左一君） 日程第１９ 報告第９号専決処分事項の報告について（平成３０年

度七戸町公共下水道事業特別会計補正予算（第５号））を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 歳入歳出全般にわたり、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、報告第９号専決処分事項の報告について（平成３０年度七戸町公共下水

道事業特別会計補正予算（第５号））は、原案のとおり承認されました。 

 

 

○追加日程第２０ 報告第１０号 

○議長（瀬川左一君） 日程第２０ 報告第１０号専決処分事項の報告について（平成３０

年度七戸町農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号））を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 歳入歳出全般にわたり、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、報告第１０号専決処分事項の報告について（平成３０年度七戸町農業集

落排水事業特別会計補正予算（第５号））は、原案のとおり承認されました。 

 

 

○追加日程第２１ 報告第１１号 

○議長（瀬川左一君） 日程第２１ 報告第１１号専決処分事項の報告について（平成３０

年度七戸町水道事業会計補正予算（第５号））を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 水道事業会計全般にわたり、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、報告第１１号専決処分事項の報告について（平成３０年度七戸町水道事

業会計補正予算（第５号））は、原案のとおり承認されました。 

 

 

○追加日程第２２ 報告第１２号 

○議長（瀬川左一君） 日程第２２ 報告第１２号専決処分事項の報告について（七戸町職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について）を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 発言を許します。 

 ９番。 

○９番（附田俊仁君） 休暇を取るというわけですが、この条例を使って休まれる方がいら

っしゃるということですか。 

○議長（瀬川左一君） 総務課長。 

○総務課長（中野昭弘君） お答えいたします。 

 この改正は国が今、進めている働き方改革に関連するもので、正規の勤務時間外、時間外

勤務について規則で定めるために条例のほうも改正しなければならないことの改正です。 
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○議長（瀬川左一君） ９番議員。 

○９番（附田俊仁君） 縮む社会の中において、働き方改革でこのような条例をつくらなけ

ればならないことは、当然のごとく理解できるところでありますけれど、一方で職員の資質

の向上とか結局、休むということになると、自分自身の向上、仕事を覚えていく、もしくは

みんなで回していく上で、非常に周りに与える影響が大きいかと思います。人の扱い方、非

常に厳しく工夫が必要だと思いますが、そういう対策は時間外を使って何かないかというこ

とです。 

○議長（瀬川左一君） 総務課長。 

○総務課長（中野昭弘君） お答えいたします。 

 時間外を使って、今までも勤務時間外に時間外手当てを支給したり、あるいは代休を与え

て、時間外の仕事をしておりましたが、今までのように長時間ということではなくて、月何

時間という制限を定めるための規則をつくるために、この条例を改正するということの改正

でございます。 

○議長（瀬川左一君） ９番議員。 

○９番（附田俊仁君） 通常であれば、育休とか、産休とかになると減給になって、例えば

６割の支給額ということになりますが、この場合は全額支給をされるということの扱いにな

るのですか。 

○議長（瀬川左一君） 総務課長。 

○総務課長（中野昭弘君） 時間外に関してですか。 

○議長（瀬川左一君） 暫時休憩します。 

休憩 午後 ０時０７分 

再開 午後 ０時１０分 

○議長（瀬川左一君） 休憩を取り消し、会議を開きます。 

 総務課長。 

○総務課長（中野昭弘君） ただいま、９番議員の質問の第８条第２項の部分でございます

が、これはすでに施行されている条例でございまして、たまたま我が七戸町の条例が漏れて

いたということで、３項にございます「正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要

な事項は、規則で定める」、これが今回本来の改正の目的でございましたが、先ほど申しまし

たように上の条項が漏れていたということで、今回この改正に便乗して、改正するというこ

とでございますので、御了承願いたいと思います。 

○議長（瀬川左一君） ９番議員、よろしいでしょうか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 
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 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、報告第１２号専決処分事項の報告について（七戸町職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例について）は、原案のとおり承認されました。 

 

 

○追加日程第２３ 報告第１３号 

○議長（瀬川左一君） 日程第２３ 報告第１３号専決処分事項の報告について（七戸町税

条例等の一部を改正する条例について）を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 発言を許します。 

 ９番。 

○９番（附田俊仁君） 報告第１３号から報告第１７号までなのですが、条例のことで表紙

は元号が合っているのですが、中身のほうが平成３２年度から平成３５年度までとなってい

ましたので、その辺をお願いします。 

○議長（瀬川左一君） 税務課長。 

○税務課長（附田敬吾君） 新元号の交付が、５月１日ということで、それ以前の改正とな

っておりますので、表現としては平成３２年度とか平成３３年度となっております。 

○議長（瀬川左一君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、報告第１３号専決処分事項の報告について（七戸町税条例等の一部を改

正する条例について）は、原案のとおり承認されました。 
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○追加日程第２４ 報告第１４号 

○議長（瀬川左一君） 日程第２４ 報告第１４号専決処分事項の報告について（七戸町過

疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例について）を議題

といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 発言を許します。 

 １２番。 

○１２番（三上正二君） 七戸町における過疎地域というものは、七戸町全体ですか。 

○議長（瀬川左一君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（田嶋邦貴君） お答えいたします。 

 七戸町全部です。 

○議長（瀬川左一君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、報告第１４号専決処分事項の報告について（七戸町過疎地域における固

定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例について）は、原案のとおり承認さ

れました。 

 

 

○追加日程第２５ 報告第１５号 

○議長（瀬川左一君） 日程第２５ 報告第１５号専決処分事項の報告について（七戸町承

認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例の一

部を改正する条例について）を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 
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 これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、報告第１５号専決処分事項の報告について（七戸町承認地域経済牽引事

業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例

について）は、原案のとおり承認されました。 

 

 

○追加日程第２６ 報告第１６号 

○議長（瀬川左一君） 日程第２６ 報告第１６号専決処分事項の報告について（七戸町地

方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例につい

て）を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、報告第１６号専決処分事項の報告について（七戸町地方活力向上地域に

おける固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例について）は、原案のとお

り承認されました。 

 

 

○追加日程第２７ 報告第１７号 

○議長（瀬川左一君） 日程第２７ 報告第１７号専決処分事項の報告について（七戸町原

子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例
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について）を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、報告第１７号専決処分事項の報告について（七戸町原子力発電施設等立

地地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例について）は、原

案のとおり承認されました。 

 

 

○追加日程第２８ 議案第３６号 

○議長（瀬川左一君） 日程第２８ 議案第３６号七戸町介護保険条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

 これより、質疑に入ります。 

 発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３６号七戸町介護保険条例の一部を改正する条例については、原

案のとおり可決されました。 
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○追加日程第２９ 議案第３７号 

○議長（瀬川左一君） 日程第２９ 議案第３７号七戸町教育委員会委員の任命につき同意

を求めることについてを議題といたします。 

 これより、質疑に入ります。 

 発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり同意することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３７号七戸町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いては、原案のとおり同意することに決しました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 ０時２３分 

再開 午後 ０時２５分 

○議長（瀬川左一君） 休憩を取り消し、会議を開きます。 

 

 

○追加日程第３０ 発議第２号 

○議長（瀬川左一君） 日程第３０ 発議第２号道路整備促進特別委員会の設置に関する決

議についてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については、提出者の説明、質疑、討論を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、提出者の説明、質疑、討論は省略することに決定いたしました。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 
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したがいまして、発議第２号道路整備促進特別委員会の設置に関する決議については、原

案のとおり可決されました。 

 

 

○追加日程第３１ 発議第３号 

○議長（瀬川左一君） 日程第３１ 発議第３号議会改革特別委員会の設置に関する決議に

ついてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については、提出者の説明、質疑、討論を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、提出者の説明、質疑、討論は省略することに決定いたしました。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、発議第３号議会改革特別委員会の設置に関する決議については、原案の

とおり可決されました。 

 

 

○追加日程第３２ 発議第４号 

○議長（瀬川左一君） 日程第３２ 発議第４号議会広報編集特別委員会の設置に関する決

議についてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については、提出者の説明、質疑、討論を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、提出者の説明、質疑、討論は省略することに決定いたしました。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、発議第４号議会広報編集特別委員会の設置に関する決議については、原



 

30 

 

案のとおり可決されました。 

 

 

○議長（瀬川左一君） 引き続き、委員の選任を行います。 

 お諮りします。 

 各特別委員会の委員の選任については、議長において指名したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、議長において指名したいと思います。 

 各特別委員会の委員を事務局長より報告させます。 

 事務局長。 

○事務局長（天間孝栄君） 道路整備促進特別委員会、並びに議会改革特別委員会は、全議

員が委員となっております。 

 次に、議会広報編集特別委員会の委員に山本泰二議員、佐々木寿夫議員、小坂義貞議員、

二ツ森英樹議員、向中野幸八議員、中野正章議員、以上６名です。 

○議長（瀬川左一君） ただいまの事務局長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、ただいまの報告のとおり選任することに決定しました。 

 各特別委員会の正副委員長を、事務局長より報告させます。 

 事務局長。 

○事務局長（天間孝栄君） 御報告します。 

 道路整備促進特別委員会委員長に田嶋輝雄議員、副委員長に小坂義貞議員、以上です。 

 議会改革特別委員会委員長に哘清悦議員、副委員長に佐々木寿夫議員、以上です。 

 議会広報編集特別委員会委員長に山本泰二議員、副委員長に佐々木寿夫議員、以上でござ

います。 

○議長（瀬川左一君） 以上、報告のとおり決定しました。 

 

 

○追加日程第３３ 常任委員会の所管に属する事項調査の件 

○議長（瀬川左一君） 日程第３３ 常任委員会の所管に属する事項調査の件を議題といた

します。 

 お諮りします。 

 本件につきましては、各常任委員会から１２月定例会までを期限とする閉会中の継続調査
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の申し出があります。各常任委員会の申し出のとおり、１２月定例会までを期限とする閉会

中の継続調査とし、調査付託をしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、常任委員会の所管に属する事項調査の件につきましては、１２月定例会

を調査期限として、各常任委員会へ調査付託することに決定いたしました。 

 

 

○追加日程第３４ 議会運営委員会の所管に属する事項調査の件 

○議長（瀬川左一君） 日程第３４ 議会運営委員会の所管に属する事項調査の件を議題と

いたします。 

 お諮りします。 

 本件につきましては、議会運営委員会から１２月定例会までを期限とする閉会中の継続調

査の申し出があります。議会運営委員会の申し出のとおり、１２月定例会までを期限とする

閉会中の継続調査とし、調査付託をしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、議会運営委員会の所管に属する事項調査の件につきましては、１２月定

例会を調査期限として、議会運営委員会へ調査付託することに決定いたしました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 ０時３３分 

再開 午後 ０時３５分 

○議長（瀬川左一君） 休憩を取り消し、会議を開きます。 

 

 

○追加提出議案説明 

○議長（瀬川左一君） 続きまして、追加議案がありますので、町長より議案第３８号七戸

町監査委員の選任につき同意を求めることについての提出議案の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（小又 勉君） ただいまは、提出いたしました全議案を原案どおり可決くださいま

して、まことにありがとうございました。 

 また、議員各位には、お疲れのところ大変恐縮ではありますが、追加議案がございますの

で、概要について御説明いたします。 

 議案第３８号七戸町監査委員の選任につき同意を求めることについては、空席となってお

ります七戸町監査委員に白石洋氏を選任したいので提案するものです。 
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 以上、１議案について追加提案させていただきますので、慎重審議の上、御賛同賜ります

ようお願い申し上げます。 

○議長（瀬川左一君） これをもって、提出議案の説明を終わります。 

これより議案審議に入ります。 

 

 

○追加日程第１ 議案第３８号 

○議長（瀬川左一君） 追加日程第１ 議案第３８号七戸町監査委員の選任につき同意を求

めることについてを議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、白石洋議員の退席を求めます。 

（退  席） 

○議長（瀬川左一君） これより、質疑に入ります。 

 発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり同意することに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３８号七戸町監査委員の選任につき同意を求めることについては、

原案のとおり同意することに決しました。 

白石洋議員、議場にお入りください。 

（入  場） 

  

 

○閉会宣言 

○議長（瀬川左一君） 以上をもちまして、令和元年第１回七戸町議会臨時会に付議された

事件はすべて議了しました。 

これをもって、令和元年第１回七戸町議会臨時会を閉会します。 

 お疲れ様でした。 

閉 会 午後 ０時４０分
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 以上の会議録は、事務局長天間孝栄の記載したものであるが、内容に相違ないことを証明

するため、ここに署名する。 

 

  令和元年 ５ 月 ７日 

 

 上北郡七戸町議会 議 長 

 

          議 員 

 

          議 員 

 


